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２ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）【県土整備局関係】新旧対照表 

改   正 現   行 

別表（第２条関係） 

８ 県土整備局関係 

手数料徴収に係る

事務 

手数料の

名称 
金額 

１～38 （略） （略） （略） 

39 大深度地下の

公共的使用に関

する特別措置法

（平成12年法律

第87号）第10条

の規定に基づく

大深度地下の使

用の認可の申請

（他の法令によ

り同法第39条た

だし書に規定す

る国又は県とみ

なされる者を除

く事業者からの

申請に限る。）に

対する審査 

（略） 次に掲げる事業

区域の延長の区

分に応じ、それぞ

れ次に定める金

額 

  ⑴ ２キロメー

トル以下の場

合 

73万5,470円 

⑵ ２キロメー

トルを超える

場合 

 73万5,470円に

事業区域の延

長の２キロメ

ートルを超え

る部分が１キ

ロメートルに

達するごとに

15万70円を加

えた額 

40～41の２ 

（略） 

（略） （略） 

41の３ 高齢者、

障害者等の移動

等の円滑化の促

進に関する法律

（平成18年法律

第91号）第17条

第４項（同法第

18条第２項にお

いて準用する場

合を含む。）の規

定により適合通

知の申出があっ

た場合の同法第

17条第１項（同

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に同法第

77条の35の５

第１項の指定

構造計算適合

別表（第２条関係） 

８ 県土整備局関係 

手数料徴収に係る

事務 

手数料の

名称 
金額 

１～38 （略） （略） （略） 

39 大深度地下の

公共的使用に関

する特別措置法

（平成12年法律

第87号）第10条

の規定に基づく

大深度地下の使

用の認可の申請

（他の法令によ

り同法第39条た

だし書に規定す

る国又は県とみ

なされる者を除

く事業者からの

申請に限る。）に

対する審査 

（略） 次に掲げる事業

区域の延長の区

分に応じ、それぞ

れ次に定める金

額 

 ⑴ ２キロメー

トル以下の場

合 

73万4,920円 

⑵ ２キロメー

トルを超える

場合 

 73万4,920円に

事業区域の延

長の２キロメ

ートルを超え

る部分が１キ

ロメートルに

達するごとに

14万9,960円を

加えた額 

40～41の２ 

（略） 

（略） （略） 

41の３ 高齢者、

障害者等の移動

等の円滑化の促

進に関する法律

（平成18年法律

第91号）第17条

第４項（同法第

18条第２項にお

いて準用する場

合を含む。）の規

定により適合通

知の申出があっ

た場合の同法第

17条第１項（同

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に同法第

77条の35の５

第１項の指定

構造計算適合
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改   正 現   行 

法第18条第２項

において準用す

る場合を含む。）

の規定に基づく

特定建築物の建

築等及び維持保

全の計画の認定

等の申請に対す

る審査 

性判定機関（同

法第18条の２

第１項の規定

により知事が

構造計算適合

性判定を行わ

せることとし

たものに限る。

以下「指定構造

計算適合性判

定機関」とい

う。）により同

法第６条の３

第１項に規定

する特定構造

計算基準又は

特定増改築構

造計算基準に

適合するもの

であると判定

された場合を

除く。） ⑴又

は⑵の規定の

例により算定

した金額に、次

に掲げる一の

建築物（これら

の構造計算適

合性判定を要

しない建築物

を除く。）の床

面積（神奈川県

建築基準条例

の一部を改正

する条例（平成

27年神奈川県

条例第48号）に

よる改正前の

神奈川県建築

基準条例別表

備考２の規定

の例により算

定した床面積

法第18条第２項

において準用す

る場合を含む。）

の規定に基づく

特定建築物の建

築等及び維持保

全の計画の認定

等の申請に対す

る審査 

性判定機関（同

法第18条の２

第１項の規定

により知事が

構造計算適合

性判定を行わ

せることとし

たものに限る。

以下「指定構造

計算適合性判

定機関」とい

う。）により同

法第６条の３

第１項に規定

する特定構造

計算基準又は

特定増改築構

造計算基準に

適合するもの

であると判定

された場合を

除く。） ⑴又

は⑵の規定の

例により算定

した金額に、次

に掲げる一の

建築物（これら

の構造計算適

合性判定を要

しない建築物

を除く。）の床

面積（神奈川県

建築基準条例

の一部を改正

する条例（平成

27年神奈川県

条例第48号）に

よる改正前の

神奈川県建築

基準条例別表

備考２の規定

の例により算

定した床面積
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改   正 現   行 

をいう。）の区

分に応じそれ

ぞれ次に定め

る金額を合算

した金額 

  ア 床面積の

合計が1,000

平方メート

ル以内の建

築物 

  17万4,600円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

建築基準法

第 20条第２

号イ又は第

３号イに規

定する国土

交通大臣の

認定を受け

たプログラ

ム（以下「認

定プログラ

ム」という。）

によって確

かめられた

ものについ

ては、 12万

700円） 

  イ 床面積の

合計が1,000

平方メート

ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内

の建築物 

  23万2,900円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

をいう。）の区

分に応じそれ

ぞれ次に定め

る金額を合算

した金額 

  ア 床面積の

合計が1,000

平方メート

ル以内の建

築物 

  17万1,480円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

建築基準法

第 20条第２

号イ又は第

３号イに規

定する国土

交通大臣の

認定を受け

たプログラ

ム（以下「認

定プログラ

ム」という。）

によって確

かめられた

ものについ

ては、 11万

8,560円） 

  イ 床面積の

合計が1,000

平方メート

ル を 超 え

2,000平方メ

ートル以内

の建築物 

  22万8,720円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

- 15 -



改   正 現   行 

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、15

万400円） 

  ウ 床面積の

合計が2,000

平方メート

ルを超え１

万平方メー

トル以内の

建築物 

  26万7,000円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、16

万4,700円） 

  エ 床面積の

合計が１万

平方メート

ルを超え５

万平方メー

トル以内の

建築物 

  35万2,800円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、20

万8,700円） 

  オ 床面積の

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、14

万7,720円） 

  ウ 床面積の

合計が2,000

平方メート

ルを超え１

万平方メー

トル以内の

建築物 

  26万2,200円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、16

万1,760円） 

  エ 床面積の

合計が１万

平方メート

ルを超え５

万平方メー

トル以内の

建築物 

  34万6,440円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、20

万4,960円） 

  オ 床面積の
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改   正 現   行 

合計が５万

平方メート

ルを超える

建築物 

  64万8,700円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、35

万3,900円） 

42～43の２ 

（略） 

（略） （略） 

44 長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第６

条第２項（同法

第８条第２項に

おいて準用する

場合を含む。）の

規定により建築

基準法第６条第

１項に規定する

建築基準関係規

定の適合につい

ての審査の申出

があった場合の

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第５条

第１項から第３

項まで又は第８

条第１項の規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の認定等の申

請に対する審査 

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

 次に掲げる

金額を合算し

た金額 

合計が５万

平方メート

ルを超える

建築物 

  63万6,960円 

  （建築物の

構造方法が

安全性を有

することを

認定プログ

ラムによっ

て確かめら

れたものに

ついては、34

万7,520円） 

42～43の２ 

（略） 

（略） （略） 

44 長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第６

条第２項（同法

第８条第２項に

おいて準用する

場合を含む。）の

規定により建築

基準法第６条第

１項に規定する

建築基準関係規

定の適合につい

ての審査の申出

があった場合の

長期優良住宅の

普及の促進に関

する法律第５条

第１項から第３

項まで又は第８

条第１項の規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の認定等の申

請に対する審査 

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

 次に掲げる

金額を合算し

た金額 
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改   正 現   行 

  ア 次に掲げ

る一の建築

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じそれ

ぞれ次に定

める金額を、

当該申請に

係る計画の

認定等につ

いて同時に

申請された

住戸のうち

建築基準関

係規定の適

合について

の審査の申

出があった

住戸の数の

合計数で除

して得た金

額（その金額

に100円未満

の端数があ

るときは、こ

れを切り捨

  ア 次に掲げ

る一の建築

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じそれ

ぞれ次に定

める金額を、

当該申請に

係る計画の

認定等につ

いて同時に

申請された

住戸のうち

建築基準関

係規定の適

合について

の審査の申

出があった

住戸の数の

合計数で除

して得た金

額（その金額

に100円未満

の端数があ

るときは、こ

れを切り捨
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改   正 現   行 

てた金額） 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万4,600円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

12 万 700

円） 

  (イ) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  23万2,900円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

15 万 400

てた金額） 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万1,480円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

11万8,560

円） 

  (イ) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  22万8,720円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

14万7,720

- 19 -



改   正 現   行 

円） 

  (ウ) 床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万7,000円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

16万4,700

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  35万2,800円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

円） 

  (ウ) 床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万2,200円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

16万1,760

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  34万6,440円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

- 20 -



改   正 現   行 

たものに

ついては、

20万8,700

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  64万8,700円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

35万3,900

円） 

  イ （略） 

45～50 （略） （略） （略） 

51 都市の低炭素

化の促進に関す

る法律第54条第

２項（同法第55

条第２項におい

て準用する場合

を含む。）の規定

により建築基準

法第６条第１項

に規定する建築

基準関係規定の

適合についての

審査の申出があ

った場合の都市

の低炭素化の促

進に関する法律

第53条第１項又

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準

たものに

ついては、

20万4,960

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  63万6,960円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

34万7,520

円） 

  イ （略） 

45～50 （略） （略） （略） 

51 都市の低炭素

化の促進に関す

る法律第54条第

２項（同法第55

条第２項におい

て準用する場合

を含む。）の規定

により建築基準

法第６条第１項

に規定する建築

基準関係規定の

適合についての

審査の申出があ

った場合の都市

の低炭素化の促

進に関する法律

第53条第１項又

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準
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改   正 現   行 

は第55条第１項

の規定に基づく

低炭素建築物新

築等計画の認定

等の申請に対す

る審査 

  

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

 次に掲げる

金額を合算し

た金額 

  ア 次に掲げ

る一の建築

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じ、それ

ぞれ次に定

める金額 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万4,600円 

  （建築物

の構造方

法が安全

は第55条第１項

の規定に基づく

低炭素建築物新

築等計画の認定

等の申請に対す

る審査 

  

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

 次に掲げる

金額を合算し

た金額 

  ア 次に掲げ

る一の建築

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じ、それ

ぞれ次に定

める金額 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万1,480円 

  （建築物

の構造方

法が安全
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改   正 現   行 

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

12 万 700

円） 

  (イ) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  23万2,900円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

15 万 400

円） 

  (ウ) 床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万7,000円 

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

11万8,560

円） 

  (イ) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  22万8,720円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

14万7,720

円） 

  (ウ) 床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万2,200円 
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改   正 現   行 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

16万4,700

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  35万2,800円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

20万8,700

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  64万8,700円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

16万1,760

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  34万6,440円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

20万4,960

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  63万6,960円 
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改   正 現   行 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

35万3,900

円） 

  イ （略） 

52～57 （略） （略） （略） 

58 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

法律第30条第２

項（同法第31条

第２項において

準用する場合を

含む。）の規定に

より建築基準法

第６条第１項に

規定する建築基

準関係規定の適

合についての審

査の申出があっ

た場合の建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第29

条第１項又は第

31条第１項の規

定に基づく建築

物エネルギー消

費性能向上計画

の認定等の申請

に対する審査 

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

次に掲げる

金額を合算し

た金額 

  ア 次に掲げ

る一の建築

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

34万7,520

円） 

  イ （略） 

52～57 (略) （略） （略） 

58 建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上に関する

法律第30条第２

項（同法第31条

第２項において

準用する場合を

含む。）の規定に

より建築基準法

第６条第１項に

規定する建築基

準関係規定の適

合についての審

査の申出があっ

た場合の建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第29

条第１項又は第

31条第１項の規

定に基づく建築

物エネルギー消

費性能向上計画

の認定等の申請

に対する審査 

（略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 建築基準法

第６条の３第

１項又は第18

条第４項の構

造計算適合性

判定を要する

建築物が含ま

れる場合（当該

建築物につい

て、既に指定構

造計算適合性

判定機関によ

り同法第６条

の３第１項に

規定する特定

構造計算基準

又は特定増改

築構造計算基

準に適合する

ものであると

判定された場

合を除く。） 

次に掲げる

金額を合算し

た金額 

  ア 次に掲げ

る一の建築
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改   正 現   行 

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じそれ

ぞれ次に定

める金額 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万4,600円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

12 万 700

円） 

  (イ) 床面

物（これらの

構造計算適

合性判定を

要しない建

築 物 を 除

く。）の床面

積（神奈川県

建築基準条

例の一部を

改正する条

例による改

正前の神奈

川県建築基

準条例別表

備考２の規

定の例によ

り算定した

床面積をい

う。）の区分

に応じそれ

ぞれ次に定

める金額 

  (ア) 床面

積の合計

が1,000平

方メート

ル以内の

建築物 

  17万1,480円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

11万8,560

円） 

  (イ) 床面
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改   正 現   行 

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  23万2,900円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

15 万 400

円） 

  (ウ)  床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万7,000円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

積の合計

が1,000平

方メート

ルを超え

2,000平方

メートル

以内の建

築物 

  22万8,720円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

14万7,720

円） 

  (ウ)  床面

積の合計

が2,000平

方メート

ルを超え

１万平方

メートル

以内の建

築物 

  26万2,200円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、
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改   正 現   行 

16万4,700

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  35万2,800円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

20万8,700

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  64万8,700円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

16万1,760

円） 

  (エ) 床面

積の合計

が１万平

方メート

ルを超え

５万平方

メートル

以内の建

築物 

  34万6,440円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

20万4,960

円） 

  (オ) 床面

積の合計

が５万平

方メート

ルを超え

る建築物 

  63万6,960円 

  （建築物

の構造方

法が安全

性を有す

ることを

認定プロ

グラムに

よって確

かめられ

たものに

ついては、

- 28 -



改   正 現   行 

35万3,900

円） 

イ （略） 

59～63 （略） （略） （略） 

64 所有者不明土

地の利用の円滑

化等に関する特

別措置法（平成

30年法律第 49

号）第10条第１

項の規定に基づ

く特定所有者不

明土地の使用権

等の取得の裁定

の申請（国又は

県(他の法令に

より土地収用法

第125条第１項

ただし書に規定

する国又は県と

みなされる者を

含む。)からの申

請を除く。次項

及び66の項にお

いて同じ。）に対

する審査 

地域福利

増進事業

における

土地使用

権等の裁

定申請手

数料 

次に掲げる損失

の補償金の見積

額の区分に応じ、

それぞれ次に定

める金額 
⑴ 10万円以

下の場合 

 ２万7,000円 

⑵ 10万円を

超え100万円

以下の場合 

×２万7,000

円に損失の

補償金の見

積額の 10万

円を超える

部分が５万

円に達する

ごとに2,700

円を加えた

金額 

⑶ 100万円を

超え500万円

以下の場合

×７万5,600

円に損失の

補償金の見

積額の100万

円を超える

部分が 10万

円に達する

ごとに3,400

円を加えた

金額 

⑷ 500万円を

超え2,000万

円以下の場

合  21 万

1,600円に損

34万7,520

円） 

イ （略） 

59～63 （略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 
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改  正 現  行 

失の補償金

の見積額の

500万円を超

える部分が

100万円に達

するごとに

3,500円を加

えた金額 

⑸ 2,000万円

を超え１億

円以下の場

合  26 万

4,100円に損

失の補償金

の見積額の

2,000万円を

超える部分

が400万円に

達するごと

に4,800円を

加えた金額 

⑹ １億円を

超える場合 

36万100円 

65 所有者不明土

地の利用の円滑

化等に関する特

別措置法第19条

第１項の規定に

基づく特定所有

者不明土地等の

使用権の存続期

間の延長の裁定

の申請に対する

審査 

地域福利

増進事業

における

土地等使

用権の延

長裁定申

請手数料 

前項の右欄に掲

げる損失の補償

金の見積額の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料の

金額と同一の額 

66 所有者不明土

地の利用の円滑

化等に関する特

別措置法第27条

第１項又は第37

条第１項の規定

に基づく特定所

有者不明土地の

特定所有

者不明土

地の収用

又は使用

の裁定申

請手数料 

64の項の右欄に

掲げる損失の補

償金の見積額の

区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料

の金額と同一の

額 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） 
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改  正 現  行 

収用又は使用の

裁定の申請に対

する審査 

９～11 （略） ９～11 （略） 
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３ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

改   正 現   行 

別表（第２条関係） 

１ （略） 

２ 手数料 

名   称 根 拠 規 定 

１～21 （略） （略） 

22 採石業者登録申請手数

料 

  （略） 

建築物エネルギー消費

性能確保計画の軽微変

更証明書交付手数料 

地域福利増進事業にお

ける土地使用権等の裁

定申請手数料 

地域福利増進事業にお

ける土地等使用権の延

長裁定申請手数料 

特定所有者不明土地の

収用又は使用の裁定申

請手数料 

神奈川県手数料条例

第２条 

23～33 （略） （略） 

別表（第２条関係） 

１ （略） 

２ 手数料 

名  称 根 拠 規 定 

１～21 （略） （略） 

22 採石業者登録申請手数

料 

  （略） 

  建築物エネルギー消費

性能確保計画の軽微変

更証明書交付手数料 

  （新設） 

  （新設） 

  （新設） 

神奈川県手数料条例

第２条 

23～33 （略） （略） 
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